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平成２２年第２回国立大学法人旭川医科大学経営協議会議事要旨 
 
 
１．日 時 ： 平成２２年３月２４日（水）９：３６～１１：２３ 
２．場 所 ： 第二会議室 
 
３．出席者 ： 吉田 晃敏学長，笹嶋 唯博理事，松野 丈夫理事，山内 一也理事， 

表 憲章委員，髙橋 剛委員，松田 忠男委員，宮間 利一委員， 
宮本 光明委員 

４．欠席者 ： な し 
５．陪席者  ： 上林 猛監事，前田 敬道監事，太田 貢学長政策推進室長，佐藤監査室長，

伊藤事務局長，中村総務部長，市山教務部長，菅原病院事務部長，小山総務課長， 
  藤井企画評価課長，今田会計課長，中西施設課長，佐藤学生支援課長， 

  堤総務課長補佐，松井総務係長 

 
 

議事に先立ち，平成２２年第１回（平成２２年１月１５日開催）経営協議会の議事要

旨が諮られ，これが了承された。 

 

 
議 題 

１．役員の退職手当について 

平成２２年３月３１日で任期満了により退任となる監事の退職手当について，学長

から発議及び説明があり，審議の結果，業績に応じた増額又は減額という措置は行わ

ず，基準どおりの退職手当額を支給することが了承された。 
 

２．平成２２年度年度計画(案）について 

本件について，学長から発議及び藤井企画評価課長から，資料１に基づき，当該計

画（案）のうち，特に経営に関する項目について説明があり，審議の結果，原案のと

おり了承された。 
審議において，学外委員から，①職員の法令遵守に関する意識の維持・向上を図る

ために，研修や講習以外にも，実務者レベルのワーキンググループで具体的事象をま

とめたり，小冊子の作成につなげたりすることが有効であること。②医療従事者の就

労支援については，二輪草センター事業を更に充実願いたいこと。③事務職員の民間で

の研修及び民間からの中途採用についても有効であるので，検討願いたい旨の発言があ

った。 
なお，本件については，本日開催の教育研究評議会において審議した後，３月末ま

でに文部科学大臣へ届け出るとともに，本学のホームページで公表する旨学長から付

言があった。 
 
３．平成２１事業年度収支見込み及び平成２２事業年度当初予算（案）について 

本件について，学長から発議及び今田会計課長から資料２－１～２－２に基づき説
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明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 
 

４．平成２２年度資金運用について 

本件について，学長から発議及び資料３に基づき説明があり，審議の結果，「北海

道地区国立大学法人の資金の共同運用（通称Ｊファンド）」により，学術振興後援資

金を財源に，２千万円を１年間運用することが了承された。 
 

５．救命救急センター整備について 

本件について，学長から発議及び資料４に基づき次のとおり説明があった。 
①北海道は，今年度，国が進めている「地域医療再生計画」事業において，「救急

医養成促進事業」として，１）３医育大学への寄附講座設置による救急医の養成，

２）救命救急センター設置による救急医の養成，を計画し昨年７月に本学に協力

要請があり，本学としては協力する旨の回答をしたこと。 

②その後，昨年１１月に，北海道から，１）規模縮小により寄附講座の設置は不可

能，２）救命救急センターは，設置の方向で整備願いたい，旨改めて協力要請が

あり，本学としては，再度，協力する旨を回答し，救急部を中心に北海道と打合

せを行いながら，救命救急センターの設置に向けた体制整備について検討を行っ

てきたこと。 

③救命救急センターに対応した体制としては，１）救急外来のほか，入院病床とし

て，ＩＣＵは６床のうち２床，１０階東病棟に１８床の計２０床を運用すること，

２）勤務体制については，医師はセンター長を含めて１５名，看護師は救急外来

と救命救急センターを含めた病棟とを合わせて７９名必要となり，施設基準を満

たすためには，医師５名，看護師１２名の増員が必要であること。また，看護助

手など数名の診療補助要員の配置を見込んでいること。増員よる必要経費につい

ては，人件費として約９千３百万円であること。 

④施設・設備の関係では，１０階東病棟に救命救急センター用のナースステーショ

ンの新設のため約１千７百万円，患者監視モニターシステム等を整備するため約

９千５百万円の経費を必要とすること。 

⑤入院基本料が大幅に上がることにより，３億円以上の増収を見込んでいること。 

⑥来院した患者について，救命救急センターは，初期及び二次救急医療機関からの

紹介患者，救急車，ドクターヘリで搬送された救急患者を対象とし，それ以外の

来院で，軽症と判断された患者は，救急部，集中治療部及びＮＩＣＵを除く全診

療科で対応すること。また，救命救急センターの運用については，「救命救急セ

ンター設置準備委員会」において，検討すること。  

審議の結果，原案のとおり，救命救急センターの取得を目指し，体制整備を図るこ

とが了承された。 
なお，救命救急センターの取得は，北海道及び厚生労働省の整備手続きの関係上，

６月頃になること及び本来であれば本協議会の審議を経た後に，役員会に諮るべきで

あるが，本件については，北海道から早期の運用開始を求められていることから，平

成２２年２月１７日開催の役員会において審議・了承された旨学長から付言があった。 
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６．職員給与規程等の一部改正について  

本件について，学長から発議及び人事院規則の改正により超過勤務手当の支給割合

の引き上げ及び超勤代休時間の新設が行われた旨の報告があった。 
次いで，小山総務課長から資料５－１に基づき次のとおり説明があった。 
①１ヶ月６０時間を超える超過勤務を行った場合，６０時間を超えた時間につい

ては，支給割合を，現行の平日１００分の１２５又は休日１００分の１３５か

ら，一律１００分の１５０に引き上げること。 

②引き上げ分の支給に代えて，超勤代休時間を指定できる制度を導入すること。

超勤代休時間を指定した場合でも，１００分の１２５又は１００分の１３５の

支給は行うこと。 

③指定できる超勤代休時間は，４時間又は７時間４５分を単位として行うこと。

４時間又は７時間４５分に満たない場合については，年次休暇と合わせること

も可能であること。 

④本改正を行った場合の人件費への影響については，超勤代休時間を指定せず，

全て支給割合１００分の１５０で支給と仮定した場合，年間３６０万円増の予

定であること。 

引き続き，学長から，本学においては，これまでも国家公務員の給与支給基準等を

ほぼ踏襲して，職員給与規程等の制定及び改正を行ってきたことから，今回の人事院

規則改正に係る対応についても国家公務員と同様の改正を行いたいこと。改正の具体

的な作業については，学長に一任願いたい旨の発言があった。 
審議の結果，資料のとおり，職員給与規程等を一部改正することが了承された。 
次に，学長から，手術部看護業務手当の新設について発議があり，小山総務課長か

ら資料５－２に基づき次のとおり説明があった。 
①手術部看護業務手当は，月の初日に手術部に勤務する看護師に対して，１月に

つき１３，５００円を支給すること。 

②手術部に勤務するパートタイム非常勤職員については，基本給の調整額が加算

されている時間給とすること。 

③本改正を行った場合の人件費については，年間７００万円増の予定であること 

審議の結果，更なる待遇の改善及び過酷な環境下にある職員のモチベーション向上

を図るため，資料のとおり職員給与規程等を一部改正することが了承された。 
なお，手術部看護業務手当は，平成２２年４月１日から支給する旨学長から付言が

あった。 
 

７．救急勤務医手当の新設について  

本件について，学長から発議の後，国は平成２１年度の新規事業として，救急医療

機関において救急医療に従事する医師に対し救急勤務医手当を支給し，処遇改善を図

ることを目的に「救急勤務医支援事業」を創設したこと。これは，救急医療に従事す

る医師に対し，平成２１年４月以降に新たに救急勤務医手当を支給することを就業規

則等に盛り込んだ場合，国が手当支給費用の３分の１を負担する制度であること。本

学としては，当該支援事業が創設されたことを踏まえ，過酷な勤務状況にある救急医

等の処遇改善を図ることを目的として，救急勤務医手当を新設したい旨の説明があっ
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た。 
次いで，小山総務課長から資料６に基づき次のとおり説明があった。 
①救急勤務医手当は，救急医学講座，救急部，集中治療部所属の医師が夜勤をし

た場合及び救急部担当を命じられた各科所属の医師が，所定の勤務時間以外の

時間に救急部の診療に従事した場合に，それぞれ勤務１回につき２万円を支給

すること。 

②救急部以外の宿直若しくは日直勤務を命じられた者が救急部で診療を行った場

合及び研修医については，支給対象から除外すること。 

③本改正を行った場合の人件費については，所要額は年間７７０万円を見込んで

おり，補助金が約２５０万円であることから，本学としては，年間５２０万円

支出増の予定であること 

審議の結果，資料のとおり救急勤務医手当を新設し，職員給与規程等を一部改正す

ることが了承された。 
また，本来であれば，経営協議会を経て，役員会に諮るべきところであるが，開催

日の都合により，先に２月１７日開催の役員会で審議・了承されたことが報告された。 
なお，救急勤務医手当は，平成２２年１０月１日に遡って支給する旨学長から付言

があった。 
 

８．学部学生の学外実習に係る経費について  

本件について，学長から発議及び市山教務部長から資料７に基づき説明があり，審

議の結果，資料のとおり学部学生の学外実習経費補助に係る基本方針（案）について

了承された。 
また，本来であれば，経営協議会を経て，役員会に諮るべきところであるが，開催

日の都合により，先に３月２４日開催の役員会で審議・了承されたことが報告された。 
なお，具体的な取扱いについては，別に定める旨学長から付言があった。 

 

９．研修医の当直について 

本件について，学長から発議及び資料８に基づき説明があり，審議の結果，平成２２

年度から，研修医の救急部門での研修機会を確保するため，宿直２名及び日直３名の体

制にすることが了承された。 
 
報告事項 

１．学長報告 

 学長から，次のとおり報告があった。 

（１）地域医療教育学講座の設置について 

日本医学教育学会から文部科学省に，資料９のとおり「提言 地域医療教育の充

実のために－地域枠制度の拡大を受けて－」が提出されたこと。 

北海道の地域医療に貢献する良医の育成を継続的に行っていくことを目的とし

て，本学に地域医療教育学講座を設置することが，平成２２年２月１７日開催の役

員会において，審議・了承されたこと。 
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（２）平成２１年度第２次補正予算（国立大学法人設備整備費補助金）について    

平成２１年度第二次補正予算が，平成２２年１月２８日に成立し，資料１０のと

おり，「医学部定員増に伴う学生教育用設備」及び「患者用ベッド」が認められた

こと。 

 
（３）学部学生海外活動助成制度について 

本学学部学生の国際化を推進し，教育上有益な外国の大学等との交流活動，外国

でのボランティア活動で，将来，国際社会の発展に寄与する医師及び看護師の養成

に資する活動を支援するために，学部学生海外活動助成制度を創設し，資料１２の

とおり「学部学生海外活動助成制度実施要項」を策定したこと。 

なお，本件は，平成２２年３月１２日開催の学術振興後援資金管理運用委員会に

おいて，審議・了承されたこと。 

 

（４）受託研究，共同研究の受入れについて 

平成２２年２月末までに受入れを決定した受託研究及び共同研究については，資

料１４―１及び１４－２のとおりであること。 

 

（５）寄附金の受入れについて 

平成２２年１月分～２月分の寄附金受入状況については，資料１５のとおりであ

ること。 

 

２．その他 

・学外委員から，次の発言があった。 
地域に目を向けた地域医療教育学講座の設置や学部学生の実習経費の補助に

ついては，現在の法曹界の取り組みと似ていると感じていること。 
地域で働く弁護士を増やすことを目的に，北海道大学では講座を設けて，地域

で働く意欲を醸成するなどの努力をしていること。 
 
・学長から，次回経営協議会は，日程調整の上開催する予定である旨の報告があった。 

 
・平成２２年３月３１日付けで任期満了により退任となる監事から挨拶があった。 

 
 

以上 


